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Concerningaboutachildabuse（thefirstinformation）

－Ｔｈｅｓｔａｇｅｏｆｃｈｉｌｄａｂｕｓｅｇｏｔｉｎｔｏｔｈｅnewspapers-

ChoshinTajima SachikoTeraoka

Abstract：Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｌｕｃｉｄａｔｅｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｃｈildabuse，ｗｅｅｖａｌｕａｔｅｄｔｈｅｌ３５ｃａｓｅｓｏｆｉｔ，which

hadgotintothenewspapersduringl2yearsfroml995to2006，Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓａｒｅｓｈｏｗｎｉｎｂｅ－

ｌｏｗ

ｌ）Recently,achildabusehasatendencytoincreａｓｅｉｎｓｕｃｈａｌａｒｇｅｃｉｔｙａｓＯｓａｋａ，

ｓｉｎｃｅｔｈｅｌａｗｆｏｒｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎｏｆｉｔｗasenforcedinJapan、

２）Ｔｈｅ60.3％ofthel51abusedchildrenwaslessthanthreeyearso１．．

３）Ｔｈｅ61.1％ｏｆｃｈｉｌｄａｂｕｓｅｗａｓｃａｕｓｅｄｂｙｔｈｅｉｒｐａrents,especiallytheirmothers、

４）Ｔｈｅ85.6％ｏｆｌ５１ａｂｕｓｅｄｃｈｉｌｄｒｅｎｗａｓｄｕｅｔｏｐｈｙsicalabuse,ａｎｄｔｈｅ42.5％ofl81

adultswhotreatedchildrencruellywereoutofwork、

５）Ｔｈｅ40.0％ofamatterofchildabusewereinformedfromhospitalstothepolice、

６）Ｔｈｅ48.3％ofl51abusedchildrenresultedindeath

ltwassuggestedfromtheabovedescribedresultsthatitmaybenecessarytopromote

theattachmentbetweenmotherandchild，ｏｒ，ｆａｔｈｅｒａｎｄｓｏｎ，fromearlypregnancy、Ｔｈｉｓ

ｍｅａｎｓｔｈａｔｔｈｅｍｉｄｗｉｖｅｓｍｕｓｔｔｏplayanimportantpartinthepreventionofachildabuse，

becausetheyengagedinthemedicaltreatmentsofpregnantwomenfromearlypregnancy．

Ｋｅｖ⑫ＯＭＳ：childabuse，ｎｅｗｓpaper，mother，midwife

Ｌ緒言 約」が批准、発効されたことが発端となり、児童

虐待に対する世間の関心が高まったからであると

考えられる。その後、平成12年２月には「健やか

親子21検討会」が発足し、地域保健分野における

児童虐待対策に関して検討が開始された。そして、

同年11月20日に施行された｢児童虐待防止法｣に初

めて「児童虐待」の定義が盛り込まれた。それに

近年、核家族化、少子化が進行し、子どもを取

り巻く環境は大きく変化している。その中で、テ

レビ、新聞などのメディアに児童虐待事件が盛ん

に取り上げられ、深刻な社会問題となっている。

この現象は、平成６年に「児童の権利に関する条
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図２新聞紙上で見る過去12年間135件
児童虐待事件の都道府県別件数

Ⅱ対象および研究方法

Ｊ９ｂｌ９９／１９９９ソ【】Ｏ１ソ【〕【】ヨソ(】【

図１新聞紙上で見る135件児童虐待の年別件数

よると、「児童虐待」とは、「親または親に代わる

保護者により18歳未満の子どもに加えられる行為」

をいい、「虐待は子どもの基本的人権を阻害する

もの」であるという。また、その種類は、身体的

虐待、性的虐待、ネグレクト(養育の怠慢・拒否)、

および、心理的虐待の４種類に分類されるが、実

際の事例では、その種類を明確に分類することが

困難な事例が多い。

平成16年の同法改正では、通告対象として、

｢虐待と思われる児童」にも通告の義務を拡大し

た。その結果、全国の児童相談所における児童虐

待に関する相談件数は、増加し続けている!)。さ

らに平成19年５月には同法の第２回の改正がなさ

れ、虐待を受けたと思われる児童の安全確認を義

務化した。

現在、児童虐待を防止するために、厚生労働省

をはじめ、児童相談所や保健福祉センターなどの

行政機関が中心となり、さまざまな職種と連携し

ながら様々な取り組みが行なわれている。しかし、

児童相談所や警察に児童虐待として相談、通報さ

れた時点では、すでに手遅れであった事例がある

といっても過言ではない。

児童虐待に関しては、その主たる虐待者は実母

が最も多いという報告')があるが、その詳細につ

いては必ずしも明らかにされていない。今回の研

究では、新聞紙上に掲載された児童虐待事件を対

象として、虐待者および被虐待児の実態について

報告する。

今回の研究対象は、１９９５（平成７）年から2006

(平成18）年までの12年間に新聞紙上で掲載され

た135件の児童虐待事件である。135件の児童虐待

事件における被虐待児数および虐待者数は、各々、

151名および181名である。また、各135件の児童

虐待事件における被虐待児数は、被虐待児数１名

は122件90.4％、２名は９件６７％、３名および５

名は、各々、1件0.7％、被虐待児数が不明なも

のは２件１５％であった。

Ⅲ、結果

１９９５（平成７）年から2006（平成18）年までの

12年間に新聞紙上で掲載された135件の児童虐待

事件の年別件数は、図１に示すように、各々、２，

０，１，４，２，９，２８，１４，１３、２８，１３および、

19件で、増加傾向にあった。

図２は、都道府県別件数を示している。大阪府

は最も多い13件で、愛知県と埼玉県は12件、福岡

県は10件、千葉県は９件、東京都は７件、兵庫県

は６件であった。熊本県、三重県、神奈川県、茨

城県、および、北海道は、各々、４件で、宮崎県、

山口県、および、広島県は、各々、３件であった。

図には示してないが、佐賀県、島根県、岡山県、

奈良県、和歌山県、滋賀県、静岡県、山梨県、群

馬県、栃木県、秋田県の各県は２件、沖縄県、鹿
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図６虐待者の男女別比率図５児童虐待事件における虐待者と被虐待児と
の関係

児島県、大分県、愛媛県、京都府、石川県、長野

県、福島県、山形県、青森県の各県は１件であっ

た。なお、アメリカ国内で日本人が起こした２件

の児童虐待事件が発生した。

図３は151名の被虐待児における年齢分布を示

している。０歳は33名、１歳は17名、２歳は12名、

３歳は29名、４歳は16名、５歳は８名、６歳は４

名、７歳は６名、８歳は３名、９歳は４名、１０歳

および11歳は０名、１２歳は４名、１３歳は０名、１４

歳は４名、１５歳は２名、１６歳は１名、１７歳は２名、

および、図には示してないが不明は６名であった。

図４は181名の虐待者の虐待種類別分類を示し

ている。身体的虐待は155名856％、ネグレクト

は12名６６％、精神的虐待は５名２８％、‘性的虐待

は２名1.1％、不明は７名3.8％であった。

図５は135件の児童虐待事件における181名虐待

者の被虐待児との関係を示している。実母は66名、

実父は44名、同居人（男）は27名、交際相手（男）

は８名、家族の知人は８名、義父は５名、祖母は

４名、同居人（女）は３名であった。さらに、義

母、叔父・伯父、養父は、各々、２名、兄弟姉妹、

保育園・幼稚園職員は、各々、１名で、残る８名

の虐待者の被虐待者との関係は不明であった。

図６は181名の虐待者の男女別比率を示したも

のである。女は79名43.6％、男は93名51.3％、不

明は９名４９％であった。

図７は181名の虐待者の職業について示したも

のである。無職は77名42.5％、会社員17名は9.3％、

作業員は11名6.0％、飲食業および運送業は各々、

８名４４％、新聞販売配達業は６名3.3％、自営業

は５名2.7％、自衛隊は３名16％であった。店員、

暴力団員、高校教諭、電気空調業は、各々、２名

1.1％、農業、アルバイト員、高校生、保育所職

員は、各々、１名0.5％、不明は34名187％であっ

た。

図８は135件児童虐待事件の警察への通報機関

あるいは通報者を示したものである。病院関係者

は54件40.0％、児童相談所は13件9.6％で、以下、

虐待者本人、救急隊員、近所の人、教員、家族、

被虐待児の母親と被虐待児の知人、虐待者の知人、

通りがかりの人、および不明は、各々、１１件8.1

％、８件5.9％、６件４４％、４件3.0％、３件2.2

％、２件1.5％、１件0.7％、１件0.7％、および３２

件23.7％であった。

－５５－
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児童相談所
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】

計2件15％

図８１３５件児童虐待事件における警察への通報者

被虐待児151名の結末は図９に示している。死

亡は73名48.3％、重症（全治一ケ月以上）は30名

19.9％、二～三週間の怪我を受けた児は16名10.6％、

二週間未満の怪我を受けた児は８名5.3％であっ

た。以下、無事であった児は２名1.3％で、施設

保護、殺害、および行方不明児は各１名0.7％、

また、結末の詳細が不明な児は19名126％であった。

次に135件の児童虐待事件の都道府県別件数を

見てみると、都市部に多い傾向はあるものの、児

童虐待は大都市、地方といった地域`性に関わらず、

どこでも起こり得るといえる。それは、地方にお

いてもすでに核家族化や少子化が進行し、子ども

を取り巻く育児環境が大きく変化していることを

裏付けるものと考えられる。

今回対象とした被虐待児151名の年齢別分布を

みてみると、乳幼児に多いことが分かる。特に、

３歳以下の者は91名60.3％で、全被虐待児数の６

割に達する結果となった。３歳以下というのは、

自分で危険を回避することができない年齢であり、

親や周りの重要他者に擁護されるべき時期である。

かつ、親子の間の信頼関係の確立がなされる重要

な時期に、親や重要他者によって虐待を受けるこ

とは、身体的にはもちろん精神的にも大きな影響

を受けるものと考えられる。また、この時期に受

Ⅳ、考察

今回の研究対象である1995(平成７）年から2006

(平成18）年までの12年間に新聞紙上で掲載され

た135件の児童虐待事件の年別件数を見てみると、

｢児童虐待防止法」の制定および改正に伴い、児

童虐待は増加傾向にある。これは、児童虐待に対

する社会的関心が年毎に高くなってきたことを示

している。

－５６－
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図９被虐待児151名の結末

被虐待児151名に対する虐待理由では、「言うこ

とを聞かないから憎たらしい」が、９４名で最も多

く、その詳細な理由として「懐かない、盗み食い

する、食べさせようとしても食べない、おもちゃ

を片付けない」は38名、「泣き止まない、寝付か

ない」は27名、「便意を伝えない、起床時間を守

らない、宿題をしない」は11名であった。子ども

が親に懐かないということは、子どもの親に対す

る愛着の形成が十分になされていないということ

であり、そのような親子関係に至った環境および

経緯についての分析が個別に必要であろう。また、

子どもの成長発達段階における行動に対する親の

無理解がしつけと称する暴力に結びつかせるので

はないかと考えられる。その他の詳細な理由とし

て、「噛み付く」は７名、「親の財布から金を盗む、

万引きする」は３名、「いたずらした、人に乱暴

した、他人や兄弟をいじめる」は３名、「同居者

に嫌われたくない、子どもが邪魔になった、自分

の子どもではない」は３名、「食事が遅く、動作

も鈍い」は２名であった。

虐待理由の２番目に多かったのは、「育児疲れ」

が12名、続いて「将来が不安、イライラする、ス

トレス」が７名で、虐待者の育児を取り巻く環境

についての分析が必要であろう。また、181名の

虐待者の42.5％は無職であり、これらの者の中に

は育児のストレスに加えて経済的な問題によるス

トレスが重なり、虐待という行為につながった者

がいる可能性が考えられる。

けた虐待の記憶は消えることなく子どもの中に留

まり続け、心に深い傷を背負ったまま大人へと成

長していく。そして、大人になった自分が親となっ

たとき、自分が受けた養育環境をたどることで、

虐待は繰り返されると考えられる。このような世

代間連鎖を断つためには、被虐待児を増やさない

ようにすることが重要であると考えられる。

181名の虐待者の虐待種類別分類をみてみると、

身体的虐待が最も多かった。身体的虐待を加えた

155名の虐待者の虐待方法は、「打つ、殴る、足で

踏みつける、内臓破裂」が61名で最も多く、「頭

蓋骨骨折、脳損傷」は36名、「タバコの火、熱湯、

熱湯の風呂に入れる」は23名、「突き落とす、放

り投げる、突き刺す」は９名、「木・柱にしばる、

木につるす、車中放置」は８名、「首を絞める」

は４名、「噛み付く、噛む」は３名であった。「刃

物で切る・刺す｣、「エアガンで撃つ｣、「水をあび

せる｣、「布団や毛布を顔にかぶせる、口をふさぐ｣、

｢強く揺さぶる（揺さぶられ症候群)」は各々、２

名、「殺害」は1名であった。

ネグレクトを受けた12名の児童に対する虐待方

法は、「育児放棄、食事を与えず」で、精神的虐

待５名の虐待方法は、「閉じ込める、監禁する｣、

性的虐待２名の虐待方法は、「性的行為」であっ

た。これらから、児童虐待は、虐待者がしつけと

称する口実のもとに、冷酷・残忍な行為に及んで

おり、大人としての人格の欠如および未熟さが原

因となって起きた事件であると考えられる。

－５７－
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その他の虐待理由は10名で、その詳細理由は

｢性的興味」は２名、「自らの被虐待体験｣、「身体

障害扶養手当金狙い｣、「被虐待者の自傷行為、家

出｣、「被虐待家族に対する妬み｣、「覚醒剤使用中｣、

｢告げ口された｣、「単にかわいくなくなった｣、

｢買い物の間車中に赤ちゃん放置」は各々１名、

｢警察が調査中」は20名、「不明」は８名であった。

181名の虐待者の被虐待児との関係をみてみる

と、実母が最も多く、次いで実父であるが、実の

親による虐待は135件の児童虐待事件の61.1％に

達している。婚姻関係にない同居人および交際相

手の男は、19.3％と実父に次いで多く、181名の

虐待者の男女別比率では、若干男が多い。即ち、

虐待者は実母が最も多いが、内縁関係を含めると

男のほうが多いことが分かる。

複雑な家庭環境は虐待と何らかの関係があるの

ではないかと考えられるが、新聞紙上からみる135

件の児童虐待事件の家庭環境は、非離婚家庭は７７

件57.0％、別居その他は58件43.0％であった。被

虐待児151名に対する虐待理由のうち、「同居者に

嫌われたくない、子どもが邪魔になった、自分の

子どもではない」は３名１７％に過ぎないが、「言

うことを聞かないから憎たらしい」は、９４名520

％で最も多く、その詳細な理由に「懐かない」は

38名40.4％あり、内縁関係の家庭環境で虐待は起

きやすいといえるのではないだろうか。

135件児童虐待事件における警察への通報機関

あるいは通報者は、病院からが40.0％と最も多く、

これは、病院が児童虐待（疑いを含む）を発見し

やすいためと考えられる。また、平成16年の同法

改正による通告義務の拡大によるところも大きい

であろう。しかし、医療機関から児童相談所への

通告事例は重症例が多く')、本研究の対象である

被虐待児151名のうち、その結末が死亡は73名48.3

％であった。児童相談所や警察に児童虐待として

相談、通報された時点で、すでに手遅れであった

事例が多く、児童虐待防止のために関係機関はさ

らに連携を強化し、それぞれの職種の役割を果た

していくことが求められる。

Ｖ、まとめ

今回の研究対象は、１９９５（平成７）年から2006

(平成18）年までの12年間に新聞紙上で掲載され

た135件の児童虐待事件である。135件の児童虐待

事件における被虐待児数および虐待者数は、各々、

151名および181名であった。

1．児童虐待事件は児童虐待の防止等に関する

法律が制定されて以来増加傾向にある。

２．１３５件の児童虐待事件の都道府県別件数は

大阪府が最も多く、大都市に多い傾向はある

ものの、地方においても起っているのが現状

である。

３．１５１名の被虐待児の年齢は乳幼児に多く、

３歳以下が603％であった。

４．１８１名の虐待者による虐待の種類は身体的

虐待が155名85.6％と最も多かった。

５．虐待者は実母が最も多く、次いで実父であ

るが、実の親による虐待は611％であった。

６．虐待者の男女別比率は若干男のほうが多かっ

た。

7.181名の虐待者の42.5％は無職であった。

８．１３５件の児童虐待事件における警察への通報

は病院からの通報が40.0％と最も多かった。

9.151名の被虐待児の結末は死亡が73名48.3％

と最も多かった。

以上より、乳幼児への虐待を予防あるいは防止

する取り組みとして、妊娠期から産褥期を通して

早期に母子、あるいは、父子の愛着形成を促進す

る取り組みが必要であることが示唆された。児童

虐待防止に関する法律が整備されつつある中で、

児童虐待予防のための助産師・看護師の役割の場

がここにあるものと考えられる。
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